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1 農地転用申請

2 建築確認申請

3 建設

4 醸造免許申請

5 発表、宣伝

1
諸官庁打合せ
開発造成計画

2
農地法5条
開発申請

3 開発造成工事

4 工事完了検査

5 建築確認申請

6 建築工事

7 河川・舗装工事

8 給水・植栽工事

9 建具取付工事

# 完了検査・片づけ

#
井戸掘削
浄化槽設置

1
諸部署打ち合わせ・
開発造成計画

2
農地法5条・
開発申請(測量会社)

3
建築確認申請
(建設会社)

4
開発造成工事
(土木会社)

5 工事完了検査

6 レストラン浄化槽

7
レストラン建設
（37条適用）(建設会
社)

8
西3棟建築工事
（37条適用）(建設会
社)

9
北4棟築工事
　　　　　　　 (建設会
社)

#
瓶詰建屋
　　　　　　　 (建設会
社)

#
完了検査・
片づけ

# 井戸掘削

# 電柱移設(東電)

6月
2020年

1月 2月 3月 5月

トラブル対応
＃

6月5月 4月5月4月3月 12月7月 8月 9月 10月 11月

勝沼ワイン村　開発造成工事予実績

2月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
2018年 2019年

 
当初構想では全社2018

年仕込みから自社で実施。 
 

4/26甲州市対策会議後

のプランでも、37条適用

分については、2018年甲

州種から自社で仕込みが

可能として計画した。 

6/4受領 6/18審査会) 

5/14 文化財現地確認 

37条申請(9/6提出) 

工事着手（防災工事） 

（標準4ケ月 3ケ月目標=11/10目標） 

9/28 道路寄付の議会での事前
防災工事完了後 

トップｋ 
井戸掘削事前調査 

8/13着手 

水質検査 

10/6着手目標 醸造所2.5ケ月 ⇒3ケ月 ⇒1中完

10/8着手 

醸造所2. 5ケ月/件  

3棟建築完了検

8/13開発許可 

5/24 市有地払下契約 

    ⇒市道告知 

9/21認可 

10/4 

景観条例対応9/27提出 

井戸掘削 

10/11

浸透機能の不備、擁壁強度の基準未達成が

発覚。対策案の合意に手間取り、変更申請は3

末提出にずれ込む。 

その後やり直し工事。その後完了申請書類不

備、道路側溝の設計間違い等により、完了検

査まで約10ケ月の遅延となる。 

シャッター前の坂の処理や排水に関する設計

の混乱、景観条例関連の提出書類追加により

遅延発生。 

 

2.5ケ月⇒4ケ月 

 開発完了検査 

pHが高すぎ、有機物が多い、

で放水継続後に再検査。 

水質再検査 

電柱本工事 

先行3棟分筆 
地目変更、合筆、名義変更 

 レストラン工期   6ケ月 (規模が大きい、木造部分多い、厨房は許認可に手間がかかる、などの理由)  

建築確認申請 

A-1保健所、税務署 

先行3棟37条外し 

土間工事 
A-2,3税務署 

変更申請作成、3/22提出 

変更申請審査 

擁壁工事，その他手直

完了申請提出審査 

U字溝再確認，写真整理 

11/12検査済

A-3保健所 

6/17 完了申請受

完了申請作成 

7/12 市現地確認 

排水溝手直し 

11/6 県現地確認 

6/25 確認済証 

A-5は4月初、A-6,7は4月後半、

A-8は5月前半完成 

開発許可後3日で37条申請、即日

建築確認申請などの短縮案が

あったが、全て失敗。 

防災工事後に37条申請、37条許

可後に建築確認申請という通常

ルールで行われた。 

申請書不備、図面間違いの対応()だ

4/26 対策会議 

【開発申請遅延の無効期間】 
当初、開発申請は1月提出、2月着工の予定であったが、6月受理・8月着工まで遅延。 
 

（１）農地転用と開発申請の審議の順番を取り違え、農業委員会の状況を確認していたが、農業委員

会の審議は開発申請が受理された後に実施されるものであり延期され続けていた。開発申請は、事

前の諸部署との協議記録が無く、全て協議中の位置づけのままであり、受け付けられていなかった。 

 

（ワイン村への接続道路を基準の6m以下で許可した経緯の記録などが重要。4月に市、県の担当が

変わったことも影響か？ また環境基準も年々厳しくなっているため、浸透桝、浸透側溝などの設備も

追加で求められたり、浄化槽の使い方に関して市と県の意見がなかなか一致しないなど、設計の確

定が遅れた面も大きい。） 

 

（２）上記状況がワイン村に伝わらず、遅延が4月末まで放置されていた。 

開発事務担当業者は工事進捗に責任はなく、上記を正しく報告せず、役所からの指摘をその都度場

当たり的に対策しているだけだった。(それ以前に指摘を軽く見て理解していなかったと思われる。）そ

2/28 対策会議 

【県 河川課からの宿題沈み込み】 
開発申請時に次郎川沿い道路に関す

る追加資料を要求されていたが、開発

事務担当業者は何もせずに放置した。 
 

道路の整地が終了した頃に着手したが、

承認されるまで工事ができないため、

舗装工事を約1ケ月遅延させた。 

開発申請のトラブル (この期間進 河川課対応ミス  (この期間進捗停止) 完了手続きのトラブル  (この期間進捗停止) 

【開発完了申請遅延の無効期間】 
1月に道路工事も完了し、開発は完了したと考えられたが、完了申請受理は6/18、検査済証10月末まで遅延した。 
 

（１）開発中、いくつかの変更を行っていた(変更自体は、主に土木会社からの依頼)。その都度変更申請を行えばそこで開発が停止するとの理由により、開発事務担当業者は変更申請は完了後に提

出と言っていた。それにもかかわらず、工事完了時には何の準備もしておらず、変更申請は 3/22提出となった。  (約2ケ月の遅延発生) 

 

（２）開発中の変更に関して、重大な違反（河川法違反、擁壁の強度計算違反）があり、対策のための追加工事が発生した。  (約5ケ月半の遅延発生。但し、実際の工事期間は2ケ月程度。その他は申

請書纏め直しや打ち合わせ期間。」) 

 

（３）測量ミス、申請書類不備により、市、県の申請書確認作業を遅れさせる。 

 

（４）道路排水溝の水勾配に関する設計ミス、施工ミスがあり、更にやり直し工事が発生した。 (1ケ月程度)) 

 

（５）甲州市に寄付する道路分の土地の登記が遅延。(1ケ月) 元の地番が多く複雑であり、測量会社の資料に間違いが多かったため、法務局の確認作業が遅れた。  

現場監督がいないことによるトラブル  

【監督不在のトラブル】 
（１）開発事務担当業者は監督業は請け負って

いないため、図面通りに作業させる義務・責任

はない。 

が、土木会社から相談されるたびに、「会長に

報告して指示を受けることなく」無責任な回答

を与えていたと思われる。 

(しかし、会長以外契約内容を知らず、この問

題に誰も気づかなかった。) 

 

（２）土木会社と建築会社で作業手順に関して

揉め事多発。（ただし、スケジュールにはあまり

影響ない） 

道路告知、完了申請提出によ

り建築確認申請先行。 

開発完了待ち 

開発完了待ち 

農転・開発申請 37条申請 

合併浄化槽設置 

道路・区画分筆登記申請 検査済み後地目変更 

文化財試掘 防災工事 開発工事 

開発完了検査 

建築工事（工場2棟） 

排水工事・新設道路 

給排水管  植付 

井戸掘削 

完了申請修正 道路抵当権抹消 

表示登記 

初
 
期
 
見
 
直
 
し
 
プ
 
ラ
 
ン

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
現
 
実

 

開発認可遅延：2ケ月 
開発完了検査遅延：13ケ月 

工期延長：1.5ケ月 

11/20建築後完了検査 

11/20ﾚｽﾄﾗﾝ売店建築完了

先行3棟に搬入済み設備、製

造ワインは一旦すべて後半4

棟に移動して空にする。完了

検査後元に戻す。 

基礎工事 

業者待ち 

売店は12月からプレオープン 

正式オープンは4/24予定 

保健所検査 

税務署検査 

(コロナにより書類審査のみ) 

検査済証発行後、年末に向けて基

礎工事業者多忙で暫く着手でき

ず。。 

工事業者待ち：1ケ月 

建物は5月末でほぼ完成したが、

開発完了の認可がないので、そ

れまで使用できない。 

 

当初、建設業者のアルコは開発完了が

間近と言われるたびに基礎工事業者を

手配していたが、毎回空ぶってリリース

を繰り返した。 
 

このため、実際に検査済証入手まで

待って手配する方針に変更した。 
 

やっと検査済証が出て手配しようとした。

しかし、冬季に向けて業者は忙しく、ま

た今までの空振りによりこの仕事を敬

遠する業者も発生し、着手が遅れた。 

基礎工事業者待ち  

5/20 4棟完了検査 

4/26甲州市対策会議後のプ

ラン。 

 

元の構想では、2月末着工

だったので、既にこの時点で

3ケ月遅れ。 

4/26 甲州市対策会議 

完了検査のトラブル  

 

先行3棟は実質1年前に完成していたが、

開発完了前には完了検査を受けられない。 

11末に開発完了したが、完了検査は建物

を空にしなければ受けらrれない。設備を

野外に放置できないため、後半4棟が倉庫

として使えるまで待つ。 

 

後半4棟は実質的には4月末に完成してい

たが、先行3棟の完了検査が全て完了す

るま5月末まで本格的な設備搬入や醸造

作業を前提にした改造は停止した。（1ケ

月近く無駄に時間がかかった。床塗り、壁

塗りなど別の作業は進められたため、1ケ

月丸々遅延ではないので被害は軽微。) 

この素晴らしい計画が。。。 

どうしてこうなる❓❓ 

着工 落成 

高野会長初期構想 

ワイン村入居者募集時の

プラン 

免許取得 

初
 
期
 
構
 

開発申請が受理されず見直し 

全社、自社醸造開始 

ワインツーリズムで宣伝、アピール 


